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「第 27 回社会福祉士国家試験（共通問題）」の試験問題および解答速報

＜2015 年 1 月 25 日（日） 実施＞

  （2015 年 1 月 30 日掲載）

区分 問題文 （第 27 回社会福祉士：共通問題）
やまだ塾の解答

簡易解説

人 体

の 構

造 と

機 能

及 び

疾病

⑤

⑤呼吸に関わる筋は，横隔

膜・内外肋間筋・斜角筋

群・胸鎖乳突筋・僧帽筋・

大胸筋など，である。

②

②参加（participation）と

は，「生活・人生場面（life 

situation）への関わりのこ

と」と定義されている。

③

③糖尿病性腎症は，1998

年に透析導入の原疾患の

第 1 位になった（2012 年：

44.2％）。その後，原因疾

患第2位の慢性糸球体腎炎

との差が広がっている。

④

④頭部の外部損傷や多発

性脳梗塞などの血管障害

でもパーキンソン病と同

じような症状が出る。パー

キンソン病と同じ症状が

現れることの総称を「パー
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キンソン症候群という。

①

①交通事故などで頭部強

打し脳が損傷される外傷

性脳損傷，脳梗塞，脳出血，

くも膜下出血などの脳血

管障害，低酸素脳症・脳

炎・脳腫瘍などが，高次脳

機能障害の原因となる。

②

②DSM-Ⅳの診断基準に，

「まとまりのない会話

（例：頻繁な脱線または滅

裂）」が挙げられていた。

③

③「包括的リハビリテーシ

ョン」には，運動療法，薬

物療法，食事療法，患者教

育，カウンセリングなどが

含まれる。

心理

学理

論と

心理

的支

援

②

②情景・状況の全体を知覚

するときには，「図と地

(figure and ground)の分

離」が生まれる。
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③

③パーソナリティの特性

論である 5 因子モデルは，

ゴ ー ル ド バ ー グ

（Goldberg,L.R.）が提唱

した。

④

④「昇華」は，非社会的な

欲求を，社会に受け入れら

れる価値ある行動へと置

き換えることであり，抑え

られた欲求などをスポー

ツ・芸術などに向ける。

①

①「問題焦点型コーピン

グ」は，情報収集や再検討

といった，問題解決に直接

関与

する行動で，「情動焦点型

コーピング」は，ストレッ

サーにより引き起こされ

た自らの情動に焦点をあ

て，注意を切り替えるなど

して気持ちを調整する行

動，である。
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②

②TAT は，被検査者の欲求

や感情，コンプレックスや

葛藤を明確化することが

目的である。

⑤

⑤「感情の明確化」とは，

クライエントの「不明確な

表現」を，カウンセラーが

より適切と思われる表現

に直して言い換える技法

である。
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③

③認知行動療法における

不適応的思考や認知を修

正する「認知的再体制化」

（認知再構成法，コラム

法）では，低い自己肯定感，

自己批判的思考，過度な否

定的感情に基づく認知の

歪（認知的枠組みの歪みや

歪んだ信念）を修正する。

なお，②の森田療法につい

ては，「目の前にある作業

に取り組む」のではなく，

「目の前のことに素早く

手を出していく」が正し

い。

社会

理論

と社

会シ

ステ

ム

③

③「社会指標作成の目的を

より具体的かつ段階的に

表わすと次のようになる

であろ う。まず，第一に，

国民の福祉水準の全体的

な判定である。第二に，社

会報告の作成である。第三

に，社会計画の策定であ

る。」（消費者庁の説明）
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②

②マックス・ウェーバー：

「合法的支配」とは，「根

本観念，形式的に正しい手

続で定められた制定規則

によって，任意の法を創造

し・変更しうる，というに

ある。」，「個人が，彼のも

つ固有の権利のゆえに，服

従されるのではなく，制定

された規則に対して服従

がおこなわれ，この規則

が，誰に対して，またいか

なる範囲まで服従される

べきかを決定するのであ

る。」

②

②限界集落の定義：「65 歳

以上の高齢者が集落人口

の半数を超え，冠婚葬祭を

はじめ田役，道役などの社

会的共同生活の維持が困

難な状態に置かれている

集落」（2005 年，農林省「限

界集落における集落機能

の実態等に関する調査報

告書」）

①

①「世帯」とは，住居及び

生計を共にする者の集ま

り又は独立して住居を維

持し，若しくは独立して生

計を営む単身者をいう。」
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（国民生活基礎調査）

④

④ Janet Giele と Glen 

Elder（1998）の定義：「ラ

イフ・コースとは，個人が

人生において経験する出

来事や役割移行の経歴の

ことである。」

④

④ロバート・パットナムの

定義：ソーシャル・キャピ

タルとは，(1)人々の協調行

動を活発にすることによ

って，社会の効率性を高め

ることのできる，「信頼」

「規範」「ネットワーク」

といった社会組織の特徴，

(2) 物 的 資 本 (Physical 

Capital) や 人 的 資 本

(Human Capital) などと

並ぶ新しい概念

⑤

⑤役割葛藤とは，役割を構

成する要素に矛盾･対立が

ある場合に，心理的緊張を

生ずることである。
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現 代

社 会

と 福

祉

⑤

⑤ポール・スピッカー

（Spicker, P）は，「貧

困」を，(1)物質的必要（生

活水準，特殊な必要，剥奪

パターン），(2)経済的境遇

（資源，経済格差，経済階

級），(3)社会関係（社会階

級，依存，排除，権原の欠

如），に分類した。

④

④「ベヴァリッジ報告」に

おいて，「社会保障とは，

具体的に，収入の中断・稼

得力の喪失・特別支出の時

に，最低限の所得が保障さ

れることであり，できるだ

け速やかに所得の中断を

終わらせる用の措置を講

じることである。」とされ

ている。「仕事と家庭の両

立」は想定されていなかっ

た。

①

①かつて，結(ユイ)が機能

するのは，屋根葺き，田植

え，稲の刈り取り，養蚕，

材木の伐採などであった。
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⑤

⑤「扶養義務者の扶養が資

産となり得るためには，扶

養義務者が扶養の能力と

意思を有していることが

必要」とされている。

②③

②専門的な対応を必要と

する問題が近隣住民によ

って発見されても，それが

行政や専門機関につなげ

られず，結果として対応が

遅れてしまうという，制度

へのアクセスの問題もあ

る。

③インフォーマルな地域

資源とは，ボランティア組

織，NPO 団体などの市民

活動団体の活動も含まれ

る。

①

①応益負担導入の根拠に

は，「サービスを利用する

障害者と利用しない障害

者との公平性の確保」があ

る。
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③

③社会保障制度改革の方

向性の一つに，『「1970 年

代モデル」から「21 世紀

（2025 年）日本モデル」

へ』が明記されている。

①

①「プロセス評価は，人事

考課の手法の一つであり，

仕事の遂行度や目標達成

度など，化された業務の成

果のみを評価要素として

みる業績評価に対して，成

果に至るまでの過程（プロ

セス）に着目し，そこにど

のような価値が存在した

果糖視点から判断する考

え方である。」（2013 年「サ

ービス等利用計画の評価

指標に に関する調査研究

報告書」）
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②

②「一人一人の子ども・若

者が，健やかに成長し，社

会とのかかわりを自覚し

つつ，自立した個人として

の自己を確立し，他者とと

もに次代の社会を担うこ

とができるようになるこ

とを目指すこと。」（法第 2

条第 1 項第 1 号）

⑤

⑤「フレキシキュリティと

は，共時的，かつ，周到な

方法で，労働市場，労働組

織，労使関係の柔軟性を拡

大する一方，特に労働市場

内外の弱い立場にあるグ

ループの安定性（雇用保障

および社会保障）の拡大を

試みるもの」と定義されて

いる。



12/33

http://www.yamadajuku.com/

やまだ塾

Copyright(C) 2015 Shunsaku Yamada. All rights reserved.

地域

福祉

の理

論と

方法

⑤

⑤「団塊の世代が 75 歳以

上となる 2025 年を目途

に，重度な要介護状態とな

っても住み慣れた地域で

自分らしい暮らしを人生

の最後まで続けることが

できるよう，住まい・医

療・介護・予防・生活支援

が一体的に提供される地

域包括ケアシステムの構

築を実現していきます。」

（厚生労働省の説明）

②

②慈善事業の組織化をめ

ざして，1869 年に「ロン

ドン慈善組織協会」が設立

され，展開した友愛訪問活

動からソーシャル・ケース

ワークが生まれた。
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③⑤

③⑤社会福祉協議会が，

「地域福祉活動計画」の策

定にあたり，社会福祉協議

会が，参加を希望する小中

学生を募り，「子ども会議」

等を設置し，子どもたちの

意見をまめ，子ども版のリ

ーフレットを作成すると

いう事例は多数ある。

①④

①「事情を聞き，課題を集

約し，検討してみる」は適

切である。

④「居場所づくり，当事者

の組織化，社会福祉協議会

に相談」は適切である。

「社会福祉協議会」のコミ

ュニティソーシャルワー

カーは，個別支援と地域生

活支援の両方を担う役割

を担う。
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③

③「保健，医療または福祉

の増進」においては，「認

定・仮認を受けていない法

人」57.2％，「認定・仮認

法人」 51.2％，である。

（2013 年実態調査）
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②

②「アクションプランステ

ップ①」において，「寄り

添い型支援のモデル実施」

として，「一定の地域をモ

デルとし，サービス拒否や

引きこもり多問題世帯に

対て支援計画基づいて，継

続的な訪問による支援を

行う 」とされている。

②

②活動内容は，「(1)生活を

豊かにする活動（健康づく

り介護予防，趣味・文化・

レクリエーション），(2)地

域を豊かにする社会活動

（友愛・ボランティア，安

心・安全まちづくり，世代

交流伝承）」とされている。

（全国老人クラブ連合会）



16/33

http://www.yamadajuku.com/

やまだ塾

Copyright(C) 2015 Shunsaku Yamada. All rights reserved.

⑤

⑤「住民懇談会」は，開催

する日時と会場

が住民の参加を左右する

ため，休日，平日，昼夜を

問わず地域の実情を最優

先して開催される。

④

④社会福祉法第 4条の「「社

会福祉に関する活動を行

う者」」には特段の規定は

ないが，一般的に，ボラン

ティアや近隣者，友人知

人，親族等が想定されてい

ると理解されている。
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③

③「基幹型支援センター」

は，地域ケア会議を開催す

るとともに，地域型支援セ

ンターを支援すると規定

された。（在宅介護支援セ

ンター運営事業等実施要

綱）

福祉

行財

政と

福祉

計画

③

③総額の内訳は，(1)所得

税･酒税の 32％，(2)法人税

の 34 ％ ， (3) 消 費税の

29.5 ％， (4) たばこ税の

25％，である。

①

①介護保険施設に入所し

た場合には，(1)サービス費

用の 1 割，(2)食事・居住費，

(3)日常生活に要する費用

が，利用者の負担となる。
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⑤

⑤「消費税法別表第一第 7

号イ」では，消費税が非課

税となる介護保険サービ

スを，「居宅介護サービス

費の支給に係る居宅サー

ビス」と規定している。

④

④「やむを得ない事由によ

る措置」とは，虐待等の理

由により契約によって必

要な介護サービスの提供

を受けることが著しく困

難な 65 歳以上の高齢者に

ついて，区市町村長が職権

をもって介護サービスの

利用に結びつけるものを

いう。（老人福祉法第 10 条

の 4，第 11 条）

⑤

⑤「社会福祉法第 107 条第

1 項」では，「あらかじめ，

住民，社会福祉を目的とす

る事業を経営する者その

他社会福祉に関する活動

を行う者の意見を反映さ

せるために必要な措置を

講ずるよう努める」 と規

定されている。
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③

③プロセス指標とは，実際

に行われた活動の内容，多

職種連携体制等の手段や

過程をいう。

②

②「介護保険第 117 条」お

よび「介護保険事業に係る

保険給付の円滑な実施を

確保するための基本的な

指針第二」を参照。

社会

保障

③⑤

③⑤「非正規雇用には，雇

用が不安定，賃金が低い，

能力開発機会が乏しいな

どの課題がある」（p241）

という記述があり，⑤は相

当するが，③についての明

確な記述を筆者は見出す

ことはできなかった（見落
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としかも知れないが）。常

識的には，⑤は適切と考え

るが，そうであれば不正確

な設問といえる。

④

④難民条約 )が発効した

1982 年 1 月 1 日に，国籍

条項は撤廃された。

①

①2014 年度予算案におけ

る社会保障関係費（30.5 

兆円）のうち，年金・医療・

介護保険給付費は 22.6 兆

円（うち年金：10.8 兆円，

医療：9.2 兆円，介護：2.6 

兆円）であり，約 74％であ

る。
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③

③(1)どちらか一方が先に

休業し給付金を受ける場

合，(2)父母が同時に休業し

給付金を受ける場合のど

ちらのケースでも，父母両

方ともに育児休業基本給

付を受給することができ

る。

②

②基本的には夫婦どちら

かが働き，子どもが 2 人い

る世帯の場合，年収が 960

万円以上あると児童手当

は支給されず，代わりに子

ども 1 人当たり月 5,000円

が特例として当分の間支

給されることになってい

る。
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④

④算式：772,800 円×〔保

険料納付月数+（保険料全

額免除月数×8 分の 4）+

（保険料 4分の 1 納付月数

×8 分の 5）+（保険料半額

納付月数×8 分の 6）+（保

険料 4 分の 3 納付月数×8

分の 7）〕/加入可能年数×

12

①

①保険料の納付義務者は，

世帯主である。世帯主本人

が国保加入者でない場合

でも，家族に国保加入者が

いれば，世帯主が納付義務

者になる（擬制世帯主）。
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障 害

者 に

対 す

る 支

援 と

障 害

者 自

立 支

援 制

度

⑤

⑤障害者差別解消法の障

害者の定義は，障害者基本

法と同じであり，障害児も

当然に含まれる。

②

②対象者は，「常時介護が

必要な障害者であって，障

害支援区分 3（併せて施設

入所支援を利用する場合

は区分 4）以上である者，

または年齢が 50 歳以上で

障害支援区分 2（併せて施

設入所支援を利用する場

合は区分 3）以上である者」

である。

④

④「連合会は，・・・市町

村から委託を受けて行う

介護給付費，訓練等給付

費，特定障害者特別給付

費，地域相談支援給付費及

び計画相談支援給付費の

支払に関する業務を行

う。」（障害者総合支援法第
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96 条の 2）

①

①できたりできなかった

りする場合は，「できない

状況」に基づき判断する。

④

④「医療保護入院における

保護者の同意要件を外し，

家族等（＊）のうちのいず

れかの者の同意を要件と

する。

＊配偶者、親権者、扶養義

務者、後見人又は保佐人。

該当者がいない場合等は、

市町村長が同意の判断を

行う。」（2013 年改正精神

保健福祉法）
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③

③「放課後等デイサービ

ス」の内容は，(1)自立した

日常生活を営むために必

要な訓練，(2)創作的活動，

作業活動，(3)地域交流の機

会の提供，(4)余暇の提供，

である。

⑤

⑤「障害者支援施設」

22.5％，「就労継続支援Ｂ」

25.0％であった。

低所

得者

に対

する

支援

と生

活保

護制

度

①

①2014 年 7 月の「国民生

活基礎調査」では，等価可

処分所得の中央値の半分

の額に当たる「貧困線」

（2012 年：122 万円）に満

たない世帯の割合を示す

「相対的貧困率」は 16.1％

で，これらの世帯で暮らす

18 歳未満の子どもを対象

にした「子どもの貧困率」
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は 16.3％とであった。

⑤

⑤「民法に定める扶養義務

者の扶養及び

他の法律に定める扶助は，

すべてこの法律による保

護に優先して行われるも

のとする。」（生活保護法 4

条 2 項）

④

④「出産扶助は，金銭給付

によって行うものとす

る。」（生活保護法第 35 条

第 1 項）

④

④「都道府県は、政令で定

めるところにより，次に掲

げる費用を負担しなけれ

ばならない。

(1)居住地がないか，又は明

らかでない被保護者につ

き市町村が支弁した保護

費、保護施設事務費及び委

託事務費の 4 分の 1」（生活

保護法第 72 条第 1 項第 1

号）
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⑤

⑤「指導監督を行う所員

は，所の長の指揮監督を受

けて，現業事務の指導監督

をつかさどる。」（社会福祉

法第 15 条第 3 項）

査察指導員は，スーパーバ

イザーとして「教育的機

能」「管理的稲生」「支持的

機能」を果たすことが求め

られている。

①

①「認知症の家族介護者は

隠れた患者であり，認知症

者のみならず，家族介護者

のメンタルケアや健康管

理が重要である。」（地域包

括支援センターにおける

認知症ケアガイドライン）
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②

②「第 1 項第 1 号（指導監

督を行う所員 ）及び第 2

号（現業を行う所員）の所

員は，社会福祉主事でなけ

ればならない。」（社会福祉

法第 15 条第 6 項）

保 健

医 療

サ ー

ビス

①

①会社で働く者やその家

族などが加入する健康保

険であれば，被保険者とそ

の被扶養者の自己負担額

は，互いの住所が異なって

いても合算できる。

⑤

⑤「75 歳以上」13 兆 1,226

億円/総額 21 兆 4,497 億＝

約 34％
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②

②24 時間連絡を受ける保

険医又は看護職員をあら

かじめ指定し，その連絡先

を文書で患者や患者の家

族に提供する必要がある。

①

①医療計画は，各都道府県

が，地域の実情に応じて，

当該都道府県における医

療提供体制の確保を図る

ために策定する。

②

②医師，助産師，保健師等

が家庭訪問指導する。（第 1

子で育児に未熟ないし未

熟児の場合：生後 28 日以

後も必要な場合は継続可）
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③

③「日本医療社会事業家協

会」（1957 年に日本医療社

会事業協会と改称）は 1953

年に設立された。1961 年

医「医療ソーシャルワーカ

ー倫理綱領」が策定され，

職能団体組織としての整

備が行われてきた。

④

④「アドボカシ」ーは，自

らの権利を行使できない

人たちを擁護したり，主張

の代弁をしたりすること

である。

権利

擁護

と成

年後

見制

度

③

③「肖像権」とは，一般的

には，人格権やプライバシ

ー権の一種である。

「人が自己の肖像をみだ

りに写真に写されたり，絵

（彫像も含みます）に描か

れたりしない権利」「写さ

れたり，描かれたりした自

己の肖像を，他者に勝手に
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使用されない権利」であ

る。（最高裁判決 1969 年）。

①③

①「親権を行う者は，第 820

条の規定による監護及び

教育に必要な範囲内でそ

の子を懲戒することがで

きる。」（民法 822 条）

③「子は，親権を行う者が

指定した場所に，その居所

を定めなければならな

い。」が，「未成年者が婚姻

をしたときは，これによっ

て成年に達したものとみ

なす。 」（民法 753 条）に

より「成年擬制」とされる。

④

④「行政手続法」は，手続

きについての一般法に過

ぎない。行政指導の指導自

体の根拠となる法律は存

在する。

④

④「補助人又はその代表す

る者と被補助人との利益

が相反する行為について

は，補助人は，臨時補助人

の選任を家庭裁判所に請

求しなければならない。」

（民法 876 条の 7 第 3 項）
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②

②親族以外の第三者が成

年後見人等に選任された

ものは，全体の約 57.8％で

ある。

⑤

⑤援助内容として，(1)福祉

サービスの利用援助，(2)

苦情解決制度の利用援助，

(3)住宅改造，居住家屋の賃

借，日常生活上の消費契約

及び住民票の届出等の行

政手続に関する援助等，

(4)(1)～(3)に伴う援助とし

て「預金の払い戻し，預金

の解約，預金の預け入れの

手続等利用者の日常生活

費の管理（日常的金銭管

理）」「定期的な訪問による

生活変化の察知」，が挙げ

られている。
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③

③「後見監督」とは，後見

人の仕事が適正に行われ

ているかどうかを，家庭裁

判所が

調査し，確認することをい

う。


